


　総合計画は,まちづくりのビジョン（基本的な考え方や
将来都市像）を明らかにするとともに ,様々な分野の
基本的な目標と政策を体系化し ,総合的・計画的に
市政運営を行うための市の「最上位」計画です。
　この計画書は,ひたちなか市のまちづくりを進める上での
課題や ,これからの 5年間 ,市がどこを目指し ,何を
実行していくべきなのか皆さんと共有するとともに ,
その方策を示しています。
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　このたび，令和３年度から令和７年度までの５年間

を計画期間とする「第３次総合計画後期基本計画」

を策定いたしました。計画の策定に当たり，ご意見，

ご協力をいただきました多くの市民の皆さま，

並びに関係各位に心より感謝申し上げます。

　この計画は，これまでのまちづくりの評価，

時代の潮流，人口動態，市民ニーズなどを多角的に

分析した上で，将来都市像「世界とふれあう自立

協働都市」を実現し，未来にわたって活力あるまち

づくりを進める羅針盤として策定いたしました。

　前期基本計画の５年間は，ひたちなか市でも

人口が本格的に減少に転じた期間となり，少子高齢

化が進行するとともに，若年女性を中心に東京圏

への人口流出が続いているところです。今後，生産

年齢人口の減少により市税収入の減少や社会保障

関連経費の増加など，財政面での影響はもちろん

のこと，支え合いや地域の活力の低下なども懸念

されます。

　後期基本計画では，この人口減少問題をまちづ

くりの総合的な課題として捉え，職・住・育が

近接した持続可能なまちづくりを行うことにより，

将来にわたって，より長く人口15万人を維持する

ことを目標といたしました。

　未来に向けて発展し続けるためには，本市の

価値を守り，共に育て，そして未来に向けて更に

新しい価値を創りだしていくことが必要です。

　これまで本市では，高い市民力を活かした「自立と

協働のまち」，企業城下町として転入者が多い地域性

から生まれた「多様性を認め合うまち」，さらには

「海や公園に代表される豊かな自然」，「古の営みや

足跡が残る伝統ある歴史や文化」といった本市なら

ではの価値を守り，育んでまいりました。

　また，このたび，人口15万人を維持するために

位置付けた「子育て世代に選ばれるまちづくり」，

「Ｆ１層（20歳～34歳女性）が住みやすいまちづくり」，

「ＵＩＪターン先として選ばれるまちづくり」，そして

「シビックプライドを高めるまちづくり」の４つの

重点プロジェクトを推進し，ひたちなか市の新たな

価値を創造してまいります。

　そして，市が一体となって「住み続けたい」，

「働き続けたい」，「行ってみたい」，「応援したい」と

思っていただける選ばれるまちをつくり，このまちの

価値を次の世代につないでまいります。

　今後とも，多くの皆さまの積極的なご支援とご

協力をいただきますようお願い申し上げます。
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新たな「まちの価値」を 共に創る ひたちなか

世界とふれあう
自立協働都市

子育て世代に
選ばれる
まちづくり

F1層（20～34歳女性）が
住みやすい
まちづくり

UIJターン先
として選ばれる
まちづくり

シビックプライド
（市への「誇りや愛着，共感」）を
高めるまちづくり

ひたちなか市でも人口減少・少子高齢化の流れが加速しています。後期基本計
画では , 人口減少をまちづくりの総合的な課題として捉え , 人口減少対策に取
り組み , 持続可能なまちづくりを行うことにより , 将来にわたって , より長く
人口 15万人を維持することを目標としました。「人口 15万人の維持」という分
かりやすい目標に向かってあらゆる手段を講じ , 市民と行政が一体となって達
成に向けて全力で取り組みます。

～豊かな産業と いきいきとした暮らしが
　　　　　　　　広がる元気あふれるまち～
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4つの重点プロジェクト
人口15万人を維持するための

後期基本計画

重点プロジェクト１ 重点プロジェクト２

重点プロジェクト３ 重点プロジェクト４

人口15万人が
維持できるまちづくり

住み続けたい ,働き続けたい ,行ってみたい ,応援したい

そう思ってもらえる人を増やすため ,ひたちなか市は ,

市民や事業者をはじめ ,すべての力を合わせ ,新たなまちの価値を創造し ,

「選ばれるまち」として次の世代に継承できるまちづくりを進めます。
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 ②災害時の情報伝達手段の整備

 ③避難行動要支援者対策 

 ④地域防災の取組への支援 

 ⑤災害時連携体制の確立

 ⑥防災意識の啓発

 ⑦原子力防災対策
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 ①避難機能の強化・避難路の整備 

 ②安全な施設整備

Ⅰー３　治水対策
 ①河川・雨水幹線の整備

Ⅰー４　危機管理
 ①危機管理体制の確立

Ⅰー５　消防・救急
 ①消防体制の強化

 ②救急体制の強化

Ⅰー６　防犯
 ①防犯活動の推進

 ②防犯環境の整備

 ③空き家等対策

 ④消費生活

Ⅰー７　交通安全
 ①交通安全対策

Ⅱー１　企業誘致と雇用の創出
 ①企業誘致の推進 

 ②就業の支援

Ⅱー２　産業基盤の強化
 ①港湾の整備促進

 ②広域交通ネットワークの整備促進

第１編　総論
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Ⅲー３　障害者（児）福祉
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Ⅲー４　健康づくり
 ①健康づくり

Ⅲー５　医療・疾病予防
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・これまでの取組

・策定体制と市民参画

・第３次総合計画後期基本計画策定までの経緯

１．「総合計画」とは
２．後期基本計画の策定に当たって

１．まちづくりの基本的な考え方
２．将来都市像
３．人口・世帯の想定
４．土地利用
５．施策の大綱

１．前期基本計画の評価
２．時代の潮流
３．ひたちなか市の現状
　   （１）人口

　   （２）経済

  　 （３）財政

  　 （４）市民ニーズ

４．今後のまちづくりにおける主要課題
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・重点プロジェクト３　ＵＩＪターン先として選ばれるまちづくり
・重点プロジェクト４　シビックプライドを高めるまちづくり
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・これまでの取組

・策定体制と市民参画

・第３次総合計画後期基本計画策定までの経緯

１．「総合計画」とは
２．後期基本計画の策定に当たって

１．まちづくりの基本的な考え方
２．将来都市像
３．人口・世帯の想定
４．土地利用
５．施策の大綱

１．前期基本計画の評価
２．時代の潮流
３．ひたちなか市の現状
　   （１）人口

　   （２）経済

  　 （３）財政

  　 （４）市民ニーズ

４．今後のまちづくりにおける主要課題

重点テーマと重点プロジェクト

・重点プロジェクト１　子育て世代に選ばれるまちづくり
・重点プロジェクト２　Ｆ１層(20歳～34歳女性)が住みやすいまちづくり
・重点プロジェクト３　ＵＩＪターン先として選ばれるまちづくり
・重点プロジェクト４　シビックプライドを高めるまちづくり

後期基本計画の構成と見方

Ⅰー１　防災力の強化
 ①災害への備え

 ②災害時の情報伝達手段の整備

 ③避難行動要支援者対策 

 ④地域防災の取組への支援 

 ⑤災害時連携体制の確立

 ⑥防災意識の啓発

 ⑦原子力防災対策

Ⅰー２　防災基盤の整備
 ①避難機能の強化・避難路の整備 

 ②安全な施設整備
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 ①河川・雨水幹線の整備
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 ②防犯環境の整備
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 ④消費生活
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Ⅱー１　企業誘致と雇用の創出
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 ①港湾の整備促進

 ②広域交通ネットワークの整備促進

Ⅱー３　工業
 ①中小企業経営の安定化

 ②競争力ある産業の育成

Ⅱー４　商業
 ①商業の振興

 ②商業とまちづくりの連携

Ⅱー５　農業
 ①農業経営基盤の充実

 ②特色ある農業の推進

Ⅱー６　水産業
 ①活力ある水産業づくり

 ②特色ある水産業づくり

Ⅱー７　観光
 ①地域観光資源の活用

 ②戦略的な観光施策の展開

Ⅱー８　産業の活性化
 ①産業の活性化
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Ⅲー２　高齢者福祉
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 ①健康づくり

Ⅲー５　医療・疾病予防
 ①医療体制の構築

 ②感染症予防対策

 ③健康診査等の充実

Ⅲー６　社会保障
 ①国民健康保険・後期高齢者医療制度

 ②介護保険

 ③生活保護・生活困窮者自立支援

 ④国民年金

Ⅳー１　地域の子育て支援
 ①子育て環境の充実

 ②子どもの居場所づくり

Ⅳー２　母子保健
 ①母子保健の充実

Ⅳー３　幼少期の保育・教育
 ①保育環境の充実

 ②幼児教育の充実
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 ①学校教育の充実

 ②教育相談活動の充実

 ③特色ある学校づくり

Ⅳー５　高校・大学教育
 ①人材育成の推進とまちづくりとの連携

Ⅳー６　青少年育成
 ①地域と連携した社会教育の推進

Ⅳー７　生涯学習
 ①生涯学習の推進
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平成6年11月1日 勝田市と那珂湊市が合併し，ひたちなか市が誕生

平成10年1月 「ひたちなか市総合計画」策定

平成13年3月 「後期基本計画」策定

平成18年3月 「ひたちなか市第2次総合計画」策定

平成23年3月 「後期基本計画」策定

平成28年2月 「ひたちなか市第3次総合計画」策定

令和3年3月 「ひたちなか市第3次総合計画後期基本計画」策定

重点プロジェクト1 子育て世代に選ばれるまちづくり

重点プロジェクト2 Ｆ１層（20 ～34歳女性）が住みやすいまちづくり

重点プロジェクト3 ＵＩＪターン先として選ばれるまちづくり

重点プロジェクト4 シビックプライドを高めるまちづくり

これからの
ひたちなか市の
まちづくりを
見ていこう

はじめに
第 1 章

これまでの取組

策定体制と市民参画

第３次総合計画後期基本計画
策定までの経緯

ひたちなか市は平成６年11月に勝田市と那珂湊市との合併により誕生しました。合併後，２次にわ
たり総合計画を策定して計画的な行政運営に努め，「国際港湾公園都市」，「自立協働都市」といった本市
の礎を築いてきました。
そして，平成28年を始期とする第３次総合計画では，「世界とふれあう自立協働都市　～豊かな産業

といきいきとした暮らしが広がる元気あふれるまち～」を将来都市像と掲げ，産業流通インフラなどの
地理的優位性を活かした企業誘致や，多様な産業の活性化に取り組み，雇用の場と税収の確保に努めてき
ました。また，災害に強く，快適に暮らすことができる都市基盤の整備を進めるとともに，高い市民
力を活かし，市民と協働し，社会全体で支え合う，生涯を通じて安全で安心して暮らすことができるま
ちづくりを進めてきました。

第３次総合計画後期基本計画の策定に当たっては，市長を先頭に，今後の５年間のまちづくりについ
て活発な議論を重ねてきました。また，総合企画審議会やその分野別の専門部会，まちづくり市民会議か
らの意見聴取，市民アンケートやグループインタビューの実施，パブリック・コメントなど，様々な
方々にご参画いただきながら，多くの皆さまの多大なご理解，ご協力により策定されました。

第1章｜ はじめに

まちの目指す将来像を「国際港湾公園都市」とする。
基本構想目標年次：平成17年度
前期基本計画目標年次：平成12年度

まちの目指す将来像を「豊かな産業といきいきとした暮らしが
広がる世界とふれあう自立協働都市」とする。
計画期間：基本構想10年，前期基本計画5年

まちの目指す将来像を「世界とふれあう自立協働都市　～豊かな
産業といきいきとした暮らしが広がる元気あふれるまち～」とする。
計画期間：基本構想10年，前期基本計画5年

計画期間：5年

計画期間：5年

計画期間：5年（令和3年4月1日～令和8年3月31日）

重点テーマ：人口15万人が維持できるまちづくり
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「総合計画」とは
総合計画とは，まちづくりの最も基本となる計画です。

●総合計画は，市のまちづくりの最高規範である「ひたちなか市自立と協働のまちづくり基本
条例」に即し，まちづくりのビジョン（基本的な考え方や将来都市像）を明らかにするとともに，
様々な分野の基本的な目標と施策を体系化し，総合的・計画的に市政運営を行うための
市の「最上位」計画です。

●日常生活に係る様々な行政サービスをはじめとして，まちづくりに係る各分野の計画や事業は，
この総合計画の考え方に基づいて策定・実施しています。

●総合計画は，「基本構想」，「基本計画」，「実施計画」の３層で構成し，「基本構想」はまちづくりの
大きな方向性を，「基本計画」，「実施計画」では，その具体的な目標・実施方法を詳しく示し
ています。

【参考：自立と協働のまちづくり基本条例】
（総合計画）第 18条　市は，まちづくりの基本的な考え方や将来都市像を明らかにするとともに，産業，都市・生活環境，
危機管理，福祉・健康，教育・生涯学習，市民交流その他のまちづくりの分野について基本的な目標と施策を体系化し，
総合的・計画的に市政運営を行うため，総合計画を策定します。

第３次総合計画での

実施計画とは

実施計画は，基本計画に掲げる施策について，向こう３年間の具体的内容や達成目標を定め，社会経済情勢
の変化に柔軟に対応しながら，進行管理を行うものです。ローリング方式により，毎年度評価，見直しを
行います。

基本計画に定められた施策を実施するための個別事業計画を定めるものです。

基本構想とは

基本構想は，長期的視点に立って，まちづくりのビジョン（基本的な考え方や将来都市像）を明らかに
するとともに，まちづくりの基本目標やこれを実現するための施策の大綱などを定めるものです。
この構想は，総合的かつ計画的な市政運営の指針とするため，その計画期間を10年間としています。

まちづくりのビジョンを明らかにし，施策の方向性を示すものです。

基本計画へと展開します。

基本構想 ［10年間］
基本構想の概要

暮らしたくなるまち，暮らし続けたいまちをつくるための姿
P.8～

P.52～

基本計画とは

基本計画は，基本構想を実現するために取り組む具体的な施策の体系を定めるものです。この計画は，前期
計画，後期計画に区分するものとし，計画期間をそれぞれ５年間とします。後期基本計画では，将来都市像の実現
に向けて，優先的に取り組む「重点プロジェクト」と「各論（分野別の施策）」を示しています。

基本構想に基づき実施する施策の体系を明らかにするものです。

実施計画へと展開します。

基本計画 ［5年間］
重点テーマ・重点プロジェクト
各論（分野別の施策）
各分野の施策を推進するための視点

P.34～

計画の構成

平成28年度 令和2年度末 令和3年度 令和7年度末

基本構想（平成28年～令和7年度） 10年間

実施計画
毎年策定

実施計画
毎年策定

実施計画
毎年策定

前期基本計画
（平成28年～令和2年度）5年間 後期基本計画

（令和3年～令和7年度 ）5年間
3年間

3年間

3年間

計画の期間

基本構想

基本計画

実施計画
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の変化に柔軟に対応しながら，進行管理を行うものです。ローリング方式により，毎年度評価，見直しを
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後期基本計画の策定に当たって

※総合戦略（ひたちなか市まち・ひと・しごと創生総合戦略）…将来にわたり市の活力を維持し，
住みやすいまちづくりを進めるため，本市における長期的な人口の状況を分析し，将来展
望を考察するとともに，人口減少の抑制や市の活力ある発展に資する施策について，達成
目標を掲げながら総合的に推進していくための計画として平成28年3月に策定した。
　 (令和2年3月一部改訂 )

※ＳＤＧｓ…2015年9月の国連サミットで採択された2030年を期限とする，先進国を含む国際
社会全体の開発目標で，持続可能な世界を実現するための17の目標と169のターゲットで
構成され，地球上の誰一人として取り残さないことを誓っている。日本においては，
政府にSDGs推進本部が設置され，平成29年12月に閣議決定された「まち・ひと・しごと
創生総合戦略2017改訂版」において「SDGsの推進は，地方創生に資するものであり，その
達成に向けた取組を推進していくことが重要」とされている。

4つの新たな視点後期基本計画の策定における

●基本構想に掲げる将来都市像の実現に向けて，
本市の人口減少の抑制を最重点課題として
捉えるとともに，その課題解決に向けて，重点
プロジェクトを設定します。

1まちづくりの課題解決に向けた
「重点プロジェクト」の設定

●SDGs※の経済，社会，環境の三側面を統合的
に捉え，「誰一人取り残さない」社会の実現を
目指すという理念は，総合計画に掲げる方向性
と一致することから，SDGsを活用して，まちが
抱える様々な分野の課題に対する組織横断
的な解決に向けて取り組みます。そして，
総合計画を推進することにより，SDGs の
達成に向けた取組を推進します。

2
SDGsを活用したまちづくり

●市民の意見を計画に反映させるため，従来の
計画策定手法と同様に，市民アンケート調査
や市政懇談会，まちづくり市民会議などで寄
せられた意見等を整理し，ニーズの把握を行
っています。
●表面に現れにくい若年層のニーズを探るため，
中学２年生を対象としたアンケート調査のほ
か，高校生や大学生，独身の 25歳前後の社
会人などを対象としたグループインタビュー
調査を実施しています。
●子育て世代やＦ１層と呼ばれる20歳から34歳
までの女性を対象としたニーズ調査，観光
市場ニーズ調査など，個別調査の結果につい
ても，計画の策定に反映しています。

3 若い世代の意見を
反映させた計画づくり

●総合戦略※に掲げた取組は，総合計画と相互
に関連し，目指すべき方向は同じであるとと
もに，同時期に計画期間が終了することから，
後期基本計画と総合戦略を一体的に策定し
ます。
●本計画の正式名称は「ひたちなか市第３次
総合計画後期基本計画（第２期ひたちなか市
まち・ひと・しごと創生総合戦略）」とし，
略称として「後期基本計画」を使用すること
とします。

4「ひたちなか市まち・ひと・しごと
創生総合戦略」との一体的な推進

前期基本計画は，まず第一に，東日本大震災の経験を教訓に，安全安心なまちづくりを基本に据え
ながら，当時の社会情勢や市民ニーズの変化などを適切に反映させた計画づくりに努めました。
しかし，前期基本計画の策定から５年が経過し，ひたちなか市を取り巻く社会経済情勢は，急激に
変化しています。特に，人口減少に対する取組の強化は喫緊の課題のひとつとなっています。
日本の人口減少は急速に進み，地方創生が叫ばれる中，東京圏への人口一極集中の是正は進んで
いません。ひたちなか市でも，少子化が進行するとともに，若年層を中心として東京圏への人口流出が
継続しています。また，本市の人口に占める高齢者の割合は毎年増加しており，国や県より緩やかで
はありますが，確実に高齢化が進行しています。さらに，人口減少時代を見据え，自治体間では新しい
まちの価値の創造や魅力の発信といった競争が激化しつつあります。
このような状況を踏まえながら，後期基本計画は，ひたちなか市が持続可能なまちとして成長し続
けていくため，以下の４つの視点を加えて策定しました。

◉重点プロジェクト1

子育て世代に選ばれるまちづくり

◉重点プロジェクト2

Ｆ１層（20～34歳女性）が住みやすいまちづくり

◉重点プロジェクト3

ＵＩＪターン先として選ばれるまちづくり

◉重点プロジェクト4

シビックプライドを高めるまちづくり

用
語
解
説

東京圏への転出者グループインタビュー高校生グループインタビュー

P.36～

P.38～

P.42～

P.46～

P.50～

視点 1 視点 2 視点 3 視点 4

重点テーマ：人口15万人が維持できるまちづくり

各施策ごとに，SDGsの該当する目標を示すアイコンを掲載しています。
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まちづくりの基本的な考え方

（平成28年度～令和7年度）

基本構想の概要

　本市は，実り豊かな那珂台地と海の幸に恵ま
れた，水と緑に囲まれたまちです。早くから工
業や水産業を中心として多様な産業が根付き，
快適な都市環境が整備されるとともに，北関東
の中核拠点としての役割が期待されているひた

ちなか地区においては，多くの企業が立地し，
茨城港常陸那珂港区の整備が進むなど発展を続

けています。常陸那珂港区には国際航路も数多
く開設され，国営ひたち海浜公園には多くの
外国人観光客も訪れるなど，世界にひらかれた
交流拠点として発展を続けています。
　一方，経済の長期低迷，少子高齢化の進展や

家族形態の変化など

により市民の価値観

やライフスタイルは

変化し，ニーズは多
様化しています。本
市においても，自治
会加入率の低下に見られるように，これまで地
域社会を支えてきたコミュニティ機能の低下も

生じてきています。その一方，東日本大震災を
経験したことにより，人と人の絆の大切さが見
直され，家族や友人との絆だけでなく，自分の
暮らすまちの人々とのつながりの重要性も再認

識されています。
　本市が末永く発展を続けていくため，本市の
地理的優位性を活かして産業を活性化し，日々
の生活を支える働く場を確保するとともに，
人々が絆で結ばれ，観光，教育，文化，スポー
ツなど様々な分野で交流を創出し，まちの活力
を高めながら，将来を担う子どもたちが夢と希
望を抱き，末永く健やかに暮らすことのできる
よう，自立と協働のもとに計画的にまちづくり
を進めていきます。

まちづくりの基本的な考え方に基づき，暮らしたくなるまち，暮らし
続けたいまちをつくるため，ひたちなか市の目指すべき将来都市像を
定めます。

人口を

154,000人
世帯数を

65,000世帯
と想定しています。

・平成28年３月に策定した総合戦略における「人口ビジョン」では，長期的な将来人口について，令和22年（2040
年）に14万6千人の維持を目標人口に設定し，令和42年（2060年）の人口を12万9千人と見込むものとしています。

・この人口ビジョンに基づき，第３次総合計画においては，令和７年度（2025年度）の想定人口を154,000
人と設定しました。

（参考）「ひたちなか市人口ビジョン」における人口の将来展望との関係

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

150,000

160,000
（人）

2010
（平成22）

2020
（令和2）

2025
（令和7）

2030
（令和12）

2040
（令和22）

2050
（令和32）

2060
（令和42）

（年）

157,061 152,278

146,456

138,595

129,389

115,037

118,577

132,095

129,827

142,866
141,682

社人研※推計準拠（H26） 日本創生会議推計準拠（H26） 市人口ビジョン（H28.3）

ひたちなか市人口の将来推計

各推計における仮定等については第3編　付属資料　参照※社人研：国立社会保障・人口問題研究所

区　分 2010年
（平成22）

2015年
（平成27）

2020年
（令和2）

2025年
（令和7）

2030年
（令和12）

2035年
（令和17）

2040年
（令和22）

2045年
（令和27）

2050年
（令和32）

2055年
（令和37）

2060年
（令和42）

157,061

15.4%

64.3%

20.3%

8.6%

  総人口（人）

年少人口比率

老年人口比率

156,775

14.2%

62.2%

23.6%

10.5%

155,957

13.1%

60.8%

26.1%

13.2%

154,575

12.6%

60.2%

27.2%

15.7%

152,278

12.4%

58.5%

29.1%

17.1%

149,582

12.7%

55.5%

31.8%

17.5%

146,456

13.2%

51.4%

35.4%

18.5%

142,731

13.3%

49.7%

37.0%

20.7%

138,595

13.2%

49.3%

37.5%

23.9%

134,084

13.2%

50.1%

36.7%

24.7%

129,389

13.7%

51.3%

35.0%

24.0%

生産年齢
人口比率

うち75歳
以上比率

市
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
（
H
28
・
3
）

154,575
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施策の大綱
将来都市像「世界とふれあう自立協働都市　～豊かな産業と いきいきとした暮らしが広がる元気あふ

れるまち～」の実現に向け，施策の大綱を次のとおり定めます。

土地利用

目指すべき将来都市像に即した均衡ある都市の形成を図るため，本市の恵まれた自然環境と地域の特
性を生かした適正かつ合理的な土地利用を基本とします。
良好な生活環境を確保するために必要な地域については土地利用の規制を強化するとともに，弾力的

な土地利用が必要な地域については規制を緩和するなど，地域の実情に応じたきめ細かな規制・誘導を
図ります。
また，常陸那珂港区や北関東自動車道の整備による物流の活性化やひたちなか地区の留保地利用の進展
などの変化を踏まえながら，郷土の発展につながる，自然環境との共生が可能な潤いとゆとりのある土地
利用を促進します。

①都市的土地利用
市街化区域については，環境の保全と自然との調和に配慮しながら，市のまちづくり

計画と市街化の進展状況に応じた機能的で秩序ある土地利用を推進します。
住居系地域については，安全で快適な潤いのある生活環境を確保するため，公共施設の

整備や整然とした街並みの創出を図ります。土地区画整理事業の施行区域については，
市民生活の利便性を高める基幹となる道路の整備や雨水排水対策，公共交通利用環境整備等
を重点的に実施し，市街地の利便性や安全性を高めるとともに，地区計画制度などの活用
により，秩序ある市街地環境の形成に努めます。
商業系地域については，勝田駅前を含めた中心市街地における商業機能の集積や中高層
住宅の建設などによる高度利用を促進し，にぎわいの創出を図るとともに，佐和駅及び
那珂湊駅を中心とする地区への商業・業務機能の誘導に努めます。
工業系地域については，周辺環境に配慮し，工場敷地内の緑化を促進するとともに，

道路，公共下水道などの基盤整備による利便性の向上を図ります。

②農業的土地利用
農業の健全な発展を図るとともに，

洪水や土砂崩れの防止など農地の有

する多面的な機能を有効活用するため，
優良農地の保全に努めます。
また，土地改良事業などによる基盤
整備により農地の集約・大規模化や
集落の居住環境の整備を推進します。

③自然的土地利用
良好な環境や景観を形成している台

地縁辺部の斜面緑地や，河川，ため池
などの水辺等については，保全・整備
に努めるとともに，市民の憩いやレク
リエーションの場としての活用を図

ります。
また，海岸地域については，豊かな
自然環境の保全・活用に努めます。

Ⅰ Ⅳ

Ⅱ Ⅴ

Ⅲ Ⅵ

基本的な考え方1

土地利用の方向性2

災害に強く
安全安心に暮らせるまちづくり

多様な産業が発展し
にぎわいあふれるまちづくり

子どもたちがのびのびと成長し
豊かな人間性が育まれるまちづくり

やすらぎと潤いにあふれ
快適に暮らせるまちづくり

ともに支えあい
末永く健やかに暮らせるまちづくり

市民とともに歩む
人と人とがつながるまちづくり

※施策の基本方針については，各論中（P．52 ～）に掲載しています。
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第3章｜ ひたちなか市を取り巻く環境

基本構想は将来都市像の実現に向けて，６つの大綱の下位に51の施策を位置付け，さらに前期基本計画
では，各施策の実現のため100の取組を掲げています。
後期基本計画の策定に当たり，前期基本計画の進捗状況を検証するため，これらに関する評価を行いました。

前期基本計画の評価

ひたちなか市を取り巻く環境
第 3 章

●前期基本計画に掲げた100の取組について，その取組状況を以下の３段階で区分し，施策別に集計しました。

●集計の結果，概ね順調に取組が進んでいます。

「概ね順調」に進んだ前期基本計画の「100の取組」

取組の評価（全体）

到達レベル

※基準値から低下する目標値を設定している場合は，実態に応じて区分しています。

取組の評価基準

順　　調 目標・指標の区分がすべて「目標値を達成」しており，計画通りに事業を推進しているもの。

要 改 善
目標・指標の区分が「基準値より低下」しており，取組が計画から遅れているもの。
目標・指標の区分が設定されていなく取組が計画から遅れているもの。

概ね順調
目標・指標の区分が「基準値より向上または維持」
もしくは「基準値より下降」しているが，計画通りに取組を推進しているもの。
目標・指標の区分が設定されていないが，計画通りに取組を推進しているもの。

説　　明

評　　価

施策の評価基準

良　　好 取組の到達レベルがすべて「順調」で構成され，施策の基本方針通りに推進しているもの。

概ね良好 取組の到達レベルが「順調」「概ね順調」「要改善」で構成され，施策の基本方針に沿って推進しているもの。

遅れている 取組の到達レベルに「要改善」が含まれ，施策の基本方針からやや遅れているもの。

説　　明

遅れている評価となった施策とその原因

●遅れている施策と原因は以下のとおりとなっています。

●基本構想に基づく施策について，取組状況を踏まえて以下の３段階で区分し，施策別に集計しました。

「概ね良好」に進んだ基本構想の「51の施策」

位置付け

実施計画

基本構想

基本構想

基本構想

前期
基本計画

事務事業

取　組

施　策

大　綱

区　分

将来都市像
  世界とふれあう 自立協働都市

数等

約600

100

51
6

評価対象

順調
15％

要改善
4％

概ね順調
81％

取組の評価（大綱別）
災害に強く安全安心に
暮らせるまちづくり大綱 Ⅰ

大綱 Ⅱ

大綱 Ⅲ

大綱 Ⅳ

大綱 Ⅴ

大綱 Ⅵ

■ 順調　 ■ 概ね順調　 ■ 要改善

多様な産業が発展し
にぎわいあふれるまちづくり

ともに支えあい末永く
健やかに暮らせるまちづくり

子どもたちがのびのびと成長し
豊かな人間性が育まれるまちづくり

やすらぎと潤いにあふれ
快適に暮らせるまちづくり

市民とともに歩む人と人とが
つながるまちづくり

100.0％

33.3％ 60.0％ 6.7％

83.3％ 16.7％

12.5％ 81.2％ 6.3％

16.0％ 84.0％

28.6％ 71.4％

施策の評価（全体）

●大綱別の状況を見ると，大綱Ⅰ，Ⅴ，Ⅵについては「遅れている」施策がなく，順調に進んでいることが
伺えます。

良好
4％遅れている

6％

概ね良好
90％

施策の評価（大綱別）
災害に強く安全安心に
暮らせるまちづくり大綱 Ⅰ 100.0％

大綱 Ⅱ 12.5％ 12.5％75.0％

大綱 Ⅲ 83.3％ 16.7％

大綱 Ⅳ 88.9％ 11.1％

大綱 Ⅴ 100.0％

大綱 Ⅵ 11.1％ 88.9％

■ 良好     ■ 概ね良好     ■遅れている

多様な産業が発展し
にぎわいあふれるまちづくり

ともに支えあい末永く
健やかに暮らせるまちづくり

子どもたちがのびのびと成長し
豊かな人間性が育まれるまちづくり

やすらぎと潤いにあふれ
快適に暮らせるまちづくり

市民とともに歩む人と人とが
つながるまちづくり

目標・指標としていた「アワビ水揚げ金額」，「廻船による年間水揚げ金額」が基準値を
下回っています。廻船誘致活動等を積極的に推進する必要があります。

医療・疾病予防
医療体制や健康診査に関する目標・指標が基準値を下回っています。高齢化等を見据え，
医師確保等の医療体制の構築に努めるとともに，健康診査の充実等を図る必要があります。

生涯学習
目標・指標としていた図書館の入館者数等が基準値を下回っています。新中央図書館の整備
を検討するとともに，利用者のニーズに対応した図書館づくりを進める必要があります。

大　綱

大綱Ⅱ

大綱Ⅲ

水産業

施　策 原因と課題

大綱Ⅳ

基本構想

基本計画
前期計画期間：H28～R2
後期計画期間：R3～R7
前期計画期間：H28～R2
後期計画期間：R3～R7

ローリング方式で
毎年策定

ローリング方式で
毎年策定

計画期間：H28～R7計画期間：H28～R7
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大　綱

大綱Ⅱ
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水産業

施　策 原因と課題

大綱Ⅳ

基本構想

基本計画
前期計画期間：H28～R2
後期計画期間：R3～R7
前期計画期間：H28～R2
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ローリング方式で
毎年策定

ローリング方式で
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計画期間：H28～R7計画期間：H28～R7
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（資料：内閣府「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン（令和元年改訂版）」）

総人口の推移と将来推計

14,000
（万人）

（年）

13,000

12,000

11,000

10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

19
60
19
65
19
70
19
75
19
80
19
85
19
90
19
95
20
00
20
05
20
10
20
15
20
20
20
25
20
30
20
35
20
40
20
45
20
50
20
55
20
60
20
65
20
70
20
75
20
80
20
85
20
90
20
95
21
00

実績 1960～2018年
「将来推計人口（平成29年推計）」
（出生中位（死亡中位））

2008年にピーク
12,808万人
高齢化率22.1％

2018年
12,644万人
高齢化率28.1％

年間50万人程度減少

年間90万人程度減少

2060年
9,284万人

高齢化率38.1％

2100年（中位推計）
5,972万人

高齢化率38.3％

第 1 編｜総論

1 急速な少子高齢化と
人口減少社会の到来

2 新型コロナウイルス感染症が
もたらした社会変化への対応

わが国の経済は，「右肩上が
り」 の成長の時代から，少子高齢
社会への突入とともに，これまで
経験したことのない「成熟」の
時代へと大きな転換期が訪れ

ており，成長基調の社会経済

構造からの脱却が求められて

います。
また，地方の産業・経済は，
景気動向や地域間競争の激化

などを背景に深刻な状況と

なっており，これに伴う雇用

情勢の悪化や地域の活力低下

は重要な課題です。他の地域
と異なる魅力を持った，地域
産業の競争力強化が必要と

なっています。

今，わが国では，過去に例を
見ない少子高齢化と人口減少の

問題に直面しています。「国立
社会保障・人口問題研究所」の
将来推計（平成29（2017）年推計，
出生中位・死亡中位パターン）
によると，平成20（2008）年に

ピークを迎えた日本の総人口は，
これから長期の減少期に突入

していきます。2060年には総
人口が9,284万人になり，2100
年には5,972万人まで減少する
と予想されています。
少子高齢化と人口減少の進行

は，消費の低下や労働力不足に
よる経済規模の縮小，地域の
活力の低下，高齢者の単独世帯
の増加，社会保障費の増加に
よる国や自治体の財政状況の

悪化など，多方面に影響が及ぶ
ことが懸念されます。

令和2年1月にWHO（世界保健
機関）が新たなウイルスとして
確認した新型コロナウイルス

は，急速に世界へ蔓延し， 公衆
衛生上の脅威のみならず，地域
経済にも大きな打撃を与えて

います。 また感染拡大を防止
するための外出制限などに伴う

心理的ストレスの高まりによって

家庭内でのDVやコロナ鬱と呼ば
れる精神疾患の増加への警鐘が

鳴らされており， 感染症の拡大

防止，地域経済の回復，そして
個々の日常生活に対する支援の

充実が求められています。
また，新型コロナウイルス禍
における人と人との接触の制約

は，特に，情報通信技術（ICT）
の発展と相まって，在宅勤務や
テレワークといった勤務形態の

変化を一気に加速させ，仕事と
家庭の在り方について考える

契機となっています。今後，こう
した人々の価値観やライフスタ

イルの変化にあわせた新しい

社会や経済のあり方が求められ

ていくことが想定されます。

3 経済情勢や産業構造の変化

時 代 の 潮 流
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（資料：内閣府「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン（令和元年改訂版）」）
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家族や結婚，就労に関する価
値観の多様化や生活・ビジネス
スタイルの24時間化により，
ワークシェアリング，在宅開業
など生活様式や就労形態も様々

となっています。また，経済的
な「ものの豊かさ」よりも家族と
の交流や自然とのふれあい等

「こころの豊かさ」を重視する傾
向が強まっています。
就労を求めて移住する外国人

住民の増加等により，住民構成，

住民意識やニーズの多様化も

進んでおり，外国国籍の市民や
LGBTの人々など，多文化共生
や人々の多様な生き方への理解

の広がりも進展しています。
人々の意識は，これまでの
経済性や効率性が重視される

「成長・拡大」から，多様性，寛容性，
安全，安心，スローライフの実現
を志向する「成熟・持続可能」へ
と変化しつつあります。
新型コロナウイルス感染症に

よる都市部の脆弱性の表面化や

リモート勤務等の普及により，
全国各地の固有の自然，文化，
風習，暮らし方などの魅力に
ひかれ，首都圏から地方へ移り
住むことを希望する人が増えて

います。今まで以上に，人と人
とのつながり，自分と共有，共感
できる相手やまちを求める時代

になりつつあります。

6 絆やつながりを求める意識

台風等に伴う大規模な洪水・
高潮による被害，土砂災害や
集中豪雨による内水被害，首都
直下型地震等の甚大な被害が

想定される大規模地震など，

災害の発生リスクが増大して

います。
また，高齢者や子どもが被害
者となる凶悪犯罪や振り込め

詐欺なども多く発生するなど，

身近な地域における犯罪への

不安が増大しており，日常生
活のさまざまな面で安全・安
心の確保が強く求められてい

ます。

4 安全・安心志向の高まり

インターネットやスマート

フォンなど，情報通信技術が
飛躍的に発展・普及したこと
により，様々な分野で生活利便
性が向上し，誰もが必要な時に
必要な情報を容易に得ることが

可能となりました。
また，サイバー空間（仮想空間）
とフィジカル空間（現実空間）を

高度に融合させたシステムに

より，経済発展と社会的課題の
解決を両立する，「Society5.0
（ソサエティ 5.0）」という概念が
提唱され，IoT（モノのインター
ネット）やAI（人工知能）などの
最新テクノロジーを活用する

ことができる便利な社会が到来

しています。

自治体においても，行政サー
ビスを効率的に執行・提供する
手段として，IoTやAI，RPA（ロボ
ティック・プロセス・オートメー
ション）などの高度な情報通信
技術の積極的な活用が進められ

ています。

5 情報通信技術（ICT）の発展・普及

時 代 の 潮 流
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ひたちなか市の現状

●進む高齢化
0歳から14歳までの年少人口と働く世代でもある15歳から64歳までの生産年齢人口が減少する一方で，65歳以上
の老年人口は増加しており，令和元年度の高齢化率は25.8％に上昇しています。

年少人口はこの10年で3,800人
ほど減少しています。

勝田地区の人口が増加し，
那珂湊地区の人口が減少し
ているんだね。

人口構成比の推移

●出生者数の減少
自然動態（出生者数と死亡者数の差）の推移は，出生者数の減少が継続する一方で，死亡者数は増加傾向にあり，
年々その差が拡大しています。

ひたちなか市の総人口の推移

●人口減少社会への突入
ひたちなか市の総人口はゆるやかに増加してきましたが，平成24年（2012年）をピークに横ばいからやや減少に
転じています。

人口1

■ 年少人口（0歳～14歳） ■ 生産年齢人口（15歳～64歳） ■ 老年人口（65歳以上）

（％）

2010
（平成22）

20.3％

64.2％

15.5％

20.6％

64.1％

15.3％

21.4％

63.6％

15.0％

22.2％

62.9％

14.8％

23.2％

62.3％

14.5％

23.9％

61.9％

14.2％

24.6％

61.5％

13.9％

25.1％

61.3％

13.6％

25.5％

61.1％

13.4％

25.8％

61.0％

13.1％
2011
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（平成26）
2015

（平成27）
2016

（平成28）
2017

（平成29）
2018

（平成30）
2019

（令和元）（年）

（人）

勝田地区と那珂湊地区の人口の推移
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（出典：国勢調査，茨城県常住人口調査（各年10月1日現在））
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（出典：国勢調査，茨城県常住人口調査（各年10月1日現在））
※端数の関係上，構成比の合計が100％とならない箇所がある。

ひたちなか市の合計特殊出生率※は国や県よりは高い水準にあるものの，1.60前後で推移しており，人口を
維持するために必要とされる2.07を下回っています。

（参考）合計特殊出生率

合計特殊出生率の推移
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これってどうやったら

変わっていくのかな？

自然動態の推移
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（出典：常住人口調査，市民課）

※合計特殊出生率…「15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で，一人
の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとした時の子どもの数に相当する。
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ひたちなか市の現状

●進む高齢化
0歳から14歳までの年少人口と働く世代でもある15歳から64歳までの生産年齢人口が減少する一方で，65歳以上
の老年人口は増加しており，令和元年度の高齢化率は25.8％に上昇しています。

年少人口はこの10年で3,800人
ほど減少しています。

勝田地区の人口が増加し，
那珂湊地区の人口が減少し
ているんだね。

人口構成比の推移
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年々その差が拡大しています。

ひたちなか市の総人口の推移
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転じています。
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（出典：国勢調査，茨城県常住人口調査（各年10月1日現在））
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※合計特殊出生率…「15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で，一人
の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとした時の子どもの数に相当する。
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転出後は持ち家の人が増えて，
賃貸住宅の人が減っている
のね。

転出した子育て世代の転出前後の住まいの形態

67.1％

2.9％

14.3％

2.9％

8.6％

5.7％

31.4％

0.0％

11.4％
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0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％

持家（戸建）

持家（マンション等）

賃貸住宅（戸建）

賃貸住宅（マンション・アパート等）

賃貸住宅（市・県営等の公営住宅）

社宅・独身寮等

その他

転出前
転出後

5.7％

特に那珂市，常陸太田市に
子どもが流出しています。
その他にも，東海村，常陸大
宮市，笠間市などへも転出が
超過している一方，水戸市か
らは転入が超過しています。

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18（歳）
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42.9％
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●転出者数の増加
社会動態（転入者数と転出者数の差）の推移は，年によって転入超過と転出超過を繰り返しています。直近の

3年は転出者が増加しています。

社会動態の推移
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・小学校就学前（２歳～７歳）を中心に人口が流出（子育て世代が流出）して
います。また，転出した子育て世代が，転出先で持ち家を購入しています。

（参考）子育て世代の人口流出

直近3年間（H28→R1）の18歳未満の各歳の人口の増減の平均値

5,845
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今後も転出者数が
増加していくの
かしら。

（出典：常住人口調査，市民課）

（出典：転出に関する意識調査（R1））

合計特殊出生率が他の地域より高いだけ
では，子どもの数は増えないのね。

出生数の推移の比較（近隣自治体）
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（出典：厚生労働省人口動態調査）

・20歳～39歳の女性の人口流出が続いています。また，合計特殊出生率は県内市町村中，4番目の高い
水準でほぼ横ばいで推移していますが，女性の人口流出により出生数も減少しています。

（参考）20歳・30歳代女性の人口流出と出生数の減少

20歳～39歳女性人口の推移の比較（近隣自治体）

ひたちなか市の20歳代の女性
人口は，東京圏や水戸市，
つくば市へ流出しています。
一方，東海村，大洗町，日立市，
常陸太田市からは流入が継続
しています。
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（出典：茨城県現在人口調査）
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水準でほぼ横ばいで推移していますが，女性の人口流出により出生数も減少しています。

（参考）20歳・30歳代女性の人口流出と出生数の減少

20歳～39歳女性人口の推移の比較（近隣自治体）

ひたちなか市の20歳代の女性
人口は，東京圏や水戸市，
つくば市へ流出しています。
一方，東海村，大洗町，日立市，
常陸太田市からは流入が継続
しています。
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●増加傾向にある総生産額
ひたちなか市の総生産額は，平成25年度（2013年度）に大きく低下した後，増加傾向にあり，平成28年度

（2016年度）には，約7,560億円となっています。

●「ものづくりのまち」ひたちなか
ひたちなか市の産業大分類別従業者数から産業構造を見ると，従業者数が最も多い産業は「製造業」で19,350人
（28.7％）となっており，次いで第2位は「卸売業，小売業」，第3位は「医療，福祉」となっています。製造業従
事者が約3割を占めており，「ものづくりのまち」と言える構成になっています。

●市外からの流入所得に対する依存度が高い経済循環
ひたちなか市の地域経済循環を見ると，生産から分配に至る段階で，ひたちなか市民が市外から稼得した金額

などによって，市内の生産から生み出される付加価値以上に支出に回る額が大きくなっています。
一方で，支出の段階で，個人の市外での消費や，企業の生産に必要な原材料などの市外からの調達が大きい

ため，市内の生産活動への還流額が減少する構造になっています。

 経済人口

経済2
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※平成28年（2016年）従業者数（事業所単位）：67,361人，上図以外の従業者数（事業所単位）の合算：0人

ひたちなか市は，つくば市，
水戸市，神栖市，日立市に次
いで県内5番目の総生産額と
なっています。

製造業
19,350人

医療，福祉
6,328人

  宿泊業，
飲食サービス業
6,093人

  生活関連サービス業，
娯楽業
3,103人

  学術研究，
専門・技術サービス業

3,022人

サービス業
（他に分類されないもの）
3,925人

建設業
3,563人

運輸業，郵便業
3,286人

情報通信業
1,712人

金融業，
保険業　
905人　

918人

1,069人

卸売業，小売業
13,315人

また，産業大分類別付加価値額から見た産業構造についても，付加価値額最大の産業は「製造業」で890億円
を超えており，市全体の付加価値額の約36％を占めています。ここからも本市が「ものづくりのまち」として
成り立っていることが見えてきます。

※平成28年（2016年）付加価値額（企業単位）： 247,118 百万円，上図以外の付加価値額（企業単位）の合算：655百万円

製造業
89,149百万円

生活関連サービス業，娯楽業
58,955百万円

卸売業，小売業
24,214百万円

建設業
11,702百万円

サービス業
（他に分類されないもの）

9,949百万円
  学術研究，

専門・技術サービス業
9,406百万円

医療，福祉
20,828百万円

情報通信業
　宿泊業，
飲食

サービス業

運輸業，郵便業
5,021百万円
2,638百万円

地域経済循環図2013年 指定地域：茨城県ひたちなか市 地域経済循環率 92.5％

（出典：内閣府「地域経済分析システム（RESAS）」）

市内の需要を
市内の生産活動
で自給すること
が重要です。
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●増加傾向にある総生産額
ひたちなか市の総生産額は，平成25年度（2013年度）に大きく低下した後，増加傾向にあり，平成28年度
（2016年度）には，約7,560億円となっています。

●「ものづくりのまち」ひたちなか
ひたちなか市の産業大分類別従業者数から産業構造を見ると，従業者数が最も多い産業は「製造業」で19,350人
（28.7％）となっており，次いで第2位は「卸売業，小売業」，第3位は「医療，福祉」となっています。製造業従
事者が約3割を占めており，「ものづくりのまち」と言える構成になっています。

●市外からの流入所得に対する依存度が高い経済循環
ひたちなか市の地域経済循環を見ると，生産から分配に至る段階で，ひたちなか市民が市外から稼得した金額

などによって，市内の生産から生み出される付加価値以上に支出に回る額が大きくなっています。
一方で，支出の段階で，個人の市外での消費や，企業の生産に必要な原材料などの市外からの調達が大きい
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●安定して推移する自主財源
歳入では，平成24年度以降は自主財源が依存財源を上回り，歳入全体として500億円代で推移しています。

●財政力の改善，財政の硬直化
財政力指数は改善傾向にあるものの，経常収支比率は上昇しており，財政の硬直化が懸念されます。

●上昇傾向にある将来の財政負担
実質公債費比率及び将来負担比率は改善傾向にありましたが，平成27年度以降
は学校耐震化事業などの大型公共事業の実施により上昇傾向にあります。

●義務的経費の増加による財政の硬直化
社会福祉や社会保障といった福祉分野に使う経費（扶助費）の増加により，義務的経費が増加しています。

財政ひたちなか市の現状

財政3

自主財源・依存財源と歳入総額の推移
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※自主財源：市が自主的に調達できる収入（市税や保育料，ごみ処理手数料など）

※依存財源：国や県から交付または割り当てられる収入（国からの補助金や市債（借入金）など）

（出典：決算統括調書（決算説明資料1））

※義務的経費：人件費，扶助費（社会福祉や社会保障に使う経費），公債費（市債(借入金)を返済するための経費）
　　　　　　　など，支出が義務付けられている経費

（出典：決算統括調書（決算説明資料1））
※実質公債費比率：借入金の返済額やこれに準じる額の大きさを指標化し，資金繰りの危険度を示します。
※将来負担比率：地方公共団体の一般会計の借入金（市債）や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での
　　　　　　　　残高の程度を指標化し，将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示します。

（出典：決算カード）

一般的に自主財源が
多いほど財政が安定
し，市独自の事業を多
く行うことができると
言われています。

一般的に義務的経費
の割合が高いほど財
政が硬直化し，市独
自の事業を多く行う
ことが難しくなると
言われています。

※財政力指数：標準的な行政活動に必要な財源の自力での調達力を示します。
※経常収支比率：毎年度固定的に支出される経費が，毎年度安定的に確保される収入に対してどれくらいになって
　　　　　　　　いるかを示します。

（出典：決算カード）

財政力指数は高いほ
ど良く，経常収支比
率は低いほど良いと
されています。

実質公債費比率・将来
負担比率ともに上昇傾
向にありますが，安定
した財政運営を行って
います。
実質公債費比率が25％
以上で財政健全化団体
に，35％以上で財政再生
団体となります。
将来負担比率が350％
以上で財政健全化団体
となります。
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●安定して推移する自主財源
歳入では，平成24年度以降は自主財源が依存財源を上回り，歳入全体として500億円代で推移しています。
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●義務的経費の増加による財政の硬直化
社会福祉や社会保障といった福祉分野に使う経費（扶助費）の増加により，義務的経費が増加しています。
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※自主財源：市が自主的に調達できる収入（市税や保育料，ごみ処理手数料など）

※依存財源：国や県から交付または割り当てられる収入（国からの補助金や市債（借入金）など）

（出典：決算統括調書（決算説明資料1））

※義務的経費：人件費，扶助費（社会福祉や社会保障に使う経費），公債費（市債(借入金)を返済するための経費）
　　　　　　　など，支出が義務付けられている経費

（出典：決算統括調書（決算説明資料1））
※実質公債費比率：借入金の返済額やこれに準じる額の大きさを指標化し，資金繰りの危険度を示します。
※将来負担比率：地方公共団体の一般会計の借入金（市債）や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での
　　　　　　　　残高の程度を指標化し，将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示します。

（出典：決算カード）

一般的に自主財源が
多いほど財政が安定
し，市独自の事業を多
く行うことができると
言われています。

一般的に義務的経費
の割合が高いほど財
政が硬直化し，市独
自の事業を多く行う
ことが難しくなると
言われています。

※財政力指数：標準的な行政活動に必要な財源の自力での調達力を示します。
※経常収支比率：毎年度固定的に支出される経費が，毎年度安定的に確保される収入に対してどれくらいになって
　　　　　　　　いるかを示します。

（出典：決算カード）

財政力指数は高いほ
ど良く，経常収支比
率は低いほど良いと
されています。

実質公債費比率・将来
負担比率ともに上昇傾
向にありますが，安定
した財政運営を行って
います。
実質公債費比率が25％
以上で財政健全化団体
に，35％以上で財政再生
団体となります。
将来負担比率が350％
以上で財政健全化団体
となります。
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●住みやすさを感じるまちへ前進
住み心地・暮らしの満足度については，前回の調査から「住みやすい」と回答した方が増加しています。

●市への誇りや愛着（今回から調査）
市への誇りや愛着を感じる人は約64％となっています。

●「満足度」と「充実希望度」のマトリクス分析
基本構想に定める施策については，公共交通機関や道路整備といった移動に関するインフラ面と，商業振興や

企業誘致・雇用創出といった産業や雇用面への満足度が低くなっています。また，防災や河川・雨水幹線の整備
といった安全安心に関する施策への充実希望度が高くなっています。

市民ニーズ 経済人口ひたちなか市の現状

市民ニーズ4
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(出典：まちづくりに関する市民意識調査（R1）） (出典：まちづくりに関する市民意識調査（R1））

誇りや愛着を感じると
回答した人ほど，定住
意向や地域活動への参加
割合が高くなるんだって。

（出典：まちづくりに関する市民意識調査（R1））

H26

R1

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

3.5％

23.1％ 56.7％ 13.9％

24.8％ 56.8％ 12.8％

2.0％
0.8％

0.4％1.0％4.2％

100％
とても住みやすい
どちらともいえない
とても住みにくい

どちらかといえば住みやすい
どちらかといえば住みにくい
無回答

100％

●定住に対する意向の高まり
定住の意向については，前回の調査から「住み続けたい」と回答した方が増加しています。

(出典：まちづくりに関する市民意識調査（R1））

ずっと今の場所に住み続けたい
市内の別の場所に移りたい
その他

できるだけ今の場所に住み続けたい
他の市町村に移りたい
無回答

H26

R1

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

5.8％ 3.9％

4.4％5.7％

31.5％ 47.1％ 8.8％

35.1％ 46.4％ 7.0％

とても感じる どちらともいえない
まったく感じない
感じる

あまり感じない 無回答

R1

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

10.2％ 53.6％ 26.6％

6.7％
1.4％
1.5％

Ⅰ. 災害に強く安全安心に暮らせるまちづくり   

Ⅴ. やすらぎと潤いにあふれ快適に暮らせるまちづくり Ⅱ. 多様な産業が発展しにぎわいあふれるまちづくり 

Ⅵ. 市民とともに歩む人と人とがつながるまちづくり Ⅲ. ともに支えあい末永く健やかに暮らせるまちづくり 

Ⅳ. 子どもたちがのびのびと成長し豊かな人間性が育まれるまちづくり 

ひたちなか市第3次総合計画基本構想の大綱毎に項目を色分け 

満足度の低い施策  大綱 充実希望度の高い施策  大綱

公共交通機関

道路の整備

商業振興

市民意見の市政への反映

企業誘致と雇用の創出

Ⅴ

Ⅴ

Ⅱ

Ⅵ

Ⅱ

防災対策

河川・雨水幹線の整備
防犯対策

交通安全対策

道路の整備

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅴ

 

商業振興

水産業振興

地域福祉

3.10

3.20

3.30

3.40

3.50

3.60

3.70

3.80

3.90

2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60
満足度

満足度平均点：3.07  

充
実
希
望
度
平
均
点
：
3.58

交通安全対策

防犯対策
防災対策河川，雨水幹線の整備

子育て支援
道路の整備

公共交通機関

産業の活性化

企業誘致と雇用の創出

障害者支援

高齢者支援

良好な居住環境の整備 保健医療体制や各種予防対策

教育環境
下水道の整備

青少年の健全育成

公園・緑地の整備

生涯学習環境
農業振興

観光振興

効率的な市役所の運営

市民意見の市政への反映

市の魅力発信による交流の促進

消防・救急体制

ごみ処理対策やリサイクルの推進環境保全対策

生活困窮者支援

芸術・文化振興 市政情報の発信

スポーツ振興

自治会等の地域コミュニティ活動の推進

男女共同参画の推進

水の安定供給
充
実
希
望
度

2.9％

1.4％
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●住みやすさを感じるまちへ前進
住み心地・暮らしの満足度については，前回の調査から「住みやすい」と回答した方が増加しています。

●市への誇りや愛着（今回から調査）
市への誇りや愛着を感じる人は約64％となっています。

●「満足度」と「充実希望度」のマトリクス分析
基本構想に定める施策については，公共交通機関や道路整備といった移動に関するインフラ面と，商業振興や

企業誘致・雇用創出といった産業や雇用面への満足度が低くなっています。また，防災や河川・雨水幹線の整備
といった安全安心に関する施策への充実希望度が高くなっています。
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(出典：まちづくりに関する市民意識調査（R1）） (出典：まちづくりに関する市民意識調査（R1））

誇りや愛着を感じると
回答した人ほど，定住
意向や地域活動への参加
割合が高くなるんだって。
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●定住に対する意向の高まり
定住の意向については，前回の調査から「住み続けたい」と回答した方が増加しています。
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人口推移の比較

市人口ビジョン（H28.3）

社人研推計準拠（H26）

市推計（R1）

社人研推計準拠（R1）

157,061

157,061

157,061

157,061

2010年
（平成22）

156,775

158,089

155,689

155,689

2015年
（平成27）

155,957

157,217

154,244

153,043

2020年
（令和2）

154,575

154,905

151,385

148,826

2025年
（令和7）

152,278

151,525

147,638

143,520

2030年
（令和12）

149,582

147,406

143,275

137,563

2035年
（令和17）

146,456

142,866

138,259

131,115

2040年
（令和22）

142,731

137,789

132,893

124,378

2045年
（令和27）

138,595

132,095

126,842

117,298

2050年
（令和32）

134,084

125,622

120,025

109,626

2055年
（令和37）

129,389

118,577

112,560

101,444

2060年
（令和42）

（人）

170,000

160,000

150,000

140,000

130,000

120,000

110,000

100,000

90,000

80,000

（人）

（年）

157,061

151,385

154,575 154,905
152,278
151,525

142,866

146,456

148,826 147,638
143,520

2010
（平成22）

2020
（令和2）

2025
（令和7）

2030
（令和12）

2040
（令和22）

2050
（令和32）

2060
（令和42）

市人口ビジョン（H28.3）

社人研推計準拠（H26）

市推計（R1）

社人研推計準拠（R1）

138,259
131,115

126,842
117,298

101,444

112,560

118,577

129,389

132,095
138,595

これまで前期基本計画に基づき，各施策を着実に推進してきましたが，減少傾向が続くひたち
なか市の令和元年度の人口は，155,080人となっており，このままでは基本構想に定める令和
7年度（2025年度）の想定人口（154,000人）を下回る可能性が高くなっています。
令和7年の推計人口については，直近の純移動率・合計特殊出生率が継続するものとして試算

した市推計（R1）では151,385人，国立社会保障・人口問題研究所の将来推計（R1）では，15万人を
下回る148,826人となっています。
持続可能なまちづくりを進めるため，これまで以上に，若い世代を中心とした転入促進・転出
抑制を進め，人口減少対策に取り組む必要があります。
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人口減少，少子高齢化への対応
今
後
の
ま
ち
づ
く
り
に
お
け
る
主
要
課
題

課
題

若い世代を中心とした
移住・定住促進による人口減少の抑制

※フレイル… 健康な状態と要介護状態の中間に位置し，
身体的機能や認知機能の低下が見られる状態。適切
な治療や予防を行うことで要介護状態に進まずに済む
可能性がある。

用
語
解
説

少子高齢化の進展により，医療や介護など，日常生活において何らかの支援を必要とする
高齢者が増える一方で，高齢者を支える若い世代の人口減少が予想されています。このような
状況の中で，高齢者が生涯を通じて住み慣れたまちで自身の望む生活をできるだけ長く継続で
きるよう，高齢者の健康増進を図り，健康寿命を延ばす取組が必要となっています。高齢者
一人一人に対して，フレイル※等の心身の多様な課題に対応した，きめ細やかな保健事業と
介護予防の一体的な実施を推進していく必要があります。

高齢者が安心して暮らせるまちづくり

・各推計の中で，最も人口が減少
する「社人研推計準拠（R1）」
では，2040年の高齢化率は
35.7％，2060年の高齢化率は
40.0％となっています。
　（参考）2019年高齢化率：25.8％
・2060年の19歳以下人口は，
2015年の半分以下になると
推計されています。
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び地域経済

の回復，市民生活への支援に取り組むとともに，今後
の再拡大への備えや「新しい生活様式」の対応に向けた
取組を進める必要があります。また，感染症の拡大
終息後においても，人々の価値観や社会経済情勢の
変化を捉えた施策を展開していく必要があります。

第 1 編｜総論

新型コロナウイルス感染症対策と
新しい生活様式への対応

市民の安全安心の確保は，行政の最大の使命です。
大規模災害や，新型コロナウイルスに代表される新たな
感染症等の脅威にも迅速に対応できるよう，市民から
の充実希望度の高い安全安心なまちづくりに向けて，
引き続き，各施策を推進していく必要があります。

課
題

社会経済情勢の
変化を捉えたまちづくり

課
題

新型コロナウイルスの感染拡大は，これまで以上に，
企業や人の地方への移転・移住等の関心を高めること
となりました。これをチャンスとして捉え，市内の雇用
増加にもつながる企業誘致や市内事業者の競争力の強化

を推進するとともに，移住・定住に向けてUIJターンの
促進などに取り組む必要があります。

多様化する市民のニーズや複雑化，高度化が進む
行政事務に対応するため，ICTを活用した事務の効率
化，省力化を図り，マンパワーを住民サービスの向上に
つながる取組に効率的に振り向ける必要があります。

都市住民，特に若者のライフスタイルが多様化する
中で，移住した「定住人口」でもなく，観光に来た「交流
人口」でもない，短期滞在やボランティアなどのさま
ざまな形で継続的に地域と多様に関わる，新たな「関係
人口」といった概念が注目を集めています。人口減少
時代において，移住せずに地域を応援する関係人口の
拡大に向けて取組を進める必要があります。

安全安心なまちづくり

企業誘致や移住者獲得に
向けた取組の強化

効率的なまちづくりに
向けた ICTの活用

関係人口の
拡大に向けた取組
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第 1 編｜総論

老朽化が進む公共施設や雨水排水等の都市基盤の

整備，佐和駅東西自由通路及び新駅舎整備事業，さら
にはひたちなか海浜鉄道湊線の延伸，中央図書館の
建替えといった，本市の将来の発展に欠かせない主要
施策が多く控えており，事業の効率化，重点化を推進
していく必要があります。

行政資源の効率的な投入課
題

人口減少時代を
見据えたまちづくり

課
題

人と人とがつながるまちづくり課
題

限られた財源を効果的・効率的に活用し，本市の
発展に欠かせない主要施策を着実に推進するために

は，今後も安定した持続可能な財政基盤を確立し，
多様化する市民ニーズを的確に捉えた質の高い行政

サービスを提供するとともに，これらを担う人材育成
と機能的な組織の構築に取り組むなど，継続して行
財政改革を進める必要があります。

これから人口減少が想定される中，生活を支える
施設や住宅等がまとまって立地し，公共交通等で容易
にアクセスできる「コンパクト・プラス・ネットワーク」
のまちづくりが求められています。これまでに整備
してきたインフラを活かしながら，スーパーや病院
等の生活に必要なサービスと居住を集約し，公共交通
ネットワークを強化することにより，生活サービス
水準の維持・向上を実現する必要があります。

少子高齢化や核家族化の進行とともに，人と人とのつながりの希薄化が進んでおり，日常における高齢者
の見守りや子育てに不安を感じる保護者への支援など，これまでは地域の中で解決されてきたことも，社会
構造の変化に伴い，新たな課題として対応が求められています。これらの課題は，行政だけでは十分な対応
が困難であることから，地域の方々との連携を密にしながら，適切な役割分担のもとに解決策を探って
いく必要があります。

社会経済情勢が大きく変化し，グローバル化や価値観の多様化が進む中，市民のニーズに柔軟に対応して
いくためには，多様な背景を持つ人々が参画し，その多様性を認め尊重し合うことで，有能な人材を発掘・
活用し，新しい手法を引き出し，より良い課題解決につなげていくことがますます重要になっています。年齢
や性別，国籍，障害の有無，性格，価値観などの多様性を受け入れ，すべての人が参画し，能力を最大限
発揮することができるダイバーシティの考え方によるまちづくりが求められています。�

人口減少時代を見据え，自治体間では新しいまちの
価値の創造や魅力の発信といった競争が激化しつつ

あります。本市においても，強みや地域特性を最大限
に活かし，持続可能なまちとして成長し続けていく
ため，ひたちなか市ならではの魅力を創る施策を展開
するとともに，これまで以上にまちの魅力を伝える
情報発信を強化する必要があります。

大型公共事業による
歳出増加への対応

行財政改革の推進

まちはコンパクトシティへ

市の公共施設や道路などのインフラ施設は，高度成長期を中心に整備してきました。老朽化が進むこれら
の施設は完成後50年以上を経過し，今後，一斉に補修や更新の時期を迎えます。こうした中，公共施設の
機能を維持しつつ，計画的な補修を行うとともに，人口減少を見据えた施設の立地場所の検討や使用して
いない財産の処分など，公共施設等の適正な維持管理が必要となっています。

施設の老朽化への対応や人口減少に伴う再編

市民との協働によるまちづくり

多様性を認め尊重するまちづくり

激化する地域間競争の
中で選ばれる魅力づくり

佐和駅新駅舎完成予想図
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第 4 章

第３次総合計画後期基本計画の推進に当たっては，引き続き，基本
構想に掲げる将来都市像の実現に向けて，６つの大綱に沿ったまち
づくりを進めながら，時代の潮流や社会経済環境の変化等を踏まえ，
新たに重点テーマや重点プロジェクト，重点事業を設定し，本市の
課題解決に取り組みます。

後期基本計画の最大目標は，
人口減少抑制や地方創生への取組を一層強化し，
「令和７年度（2025年度）に総人口15万人」を

維持することとします。

目標・指標
重要業績評価指標（KPI ※）

① 転出超過の解消 △178人 転入超過への転換

目標値（R7）現状値（R2）

② 合計特殊出生率の上昇 1.60 1.62

③ 求職者の割合 5.7％ 現状値以下

　まちづくりにおける課題は様々ありますが，全国的に人口減少や少子高齢化が進む中で，
ひたちなか市が今後も賑わいや活力を次の世代に引き継ぐためには，まちの価値をさらに
高め，多くの方に，「選ばれるまち」となる必要があります。
現状の人口動態が継続した場合，生産年齢人口が減少することで労働力不足につながり，
市税収入の減少や社会保障関連経費の増大の要因となるほか，地域での支え合いが困難
になり，まちの活力が減退することも懸念されます。
そこで，人口問題をまちづくりの総合的な課題として捉え，人口減少対策に取り

組み，職・住・育が近接した持続可能なまちづくりを行うことにより，将来にわたって，
より長く人口15万人を維持することを目標としました。
「人口15万人の維持」という分かりやすい目標に向かってあらゆる手段を講じ，市民と
行政が一体となって達成に向けて全力で取り組みます。

後期基本計画の考え方

15人口 万人が
維持できるまちづくり

第 1 編｜総論

※KPI…Key Performance Indicatorの略で，日本語に訳すと「重要業績評価指標」という意味になる。
　　　  目標を達成する上でその達成度合いを計測するための定量的な指標のこと。

人口減少の抑制
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Ⅵ

人口減少抑制の取組の推進

F1層 ( 20歳～ 34歳女性)が
住みやすい
まちづくり

子育て世代に
選ばれる
まちづくり
●生産年齢人口の増
●子どもの数の増 ●子育て層候補の増

UIJターン先
として選ばれる
まちづくり

●持続可能な世代循環

シビックプライド（市への「誇りや愛着，共感」）を
高めるまちづくり

●まちづくりに対する自分ごと化

後期基本計画では，６つの大綱に掲げる各分野を横断して，重点テーマ
「人口15万人の維持」に向けて優先的に取り組む４つの重点プロジェクト
を設定し，効果的な施策の展開を図ります。

基
本
構
想
に
掲
げ
る
6
つ
の
大
綱

重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

重点プロジェクト

重点プロジェクト 3重点プロジェクト 2重点プロジェクト 1

重点プロジェクト 4

子育て世代に選ばれるまちづくり

重点プロジェクト F1層（　　  ）が住みやすいまちづくり

重点プロジェクト UIJターン先として選ばれるまちづくり

重点プロジェクト シビックプライドを高めるまちづくり

分
野
横
断
的
に
取
り
組
む
視
点

20歳～　
34歳女性

第 1 編｜総論
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子育て世代が安心して子育てをしながら
末永く住み続けてほしい !

●子育て世代の定住を促進し，また市外からも招き入れるためには，子育て

に関連する施策全般を充実していく必要があります。特に，子育て世代の

顕在的なニーズの高い防犯対策，交通安全対策，医療体制，住宅環境など

の安全安心に生活できる環境の整備を進める必要があります。

●経済的な支援を求める声も強いことから，他市町村の水準等も踏まえて

経済的負担や支援の在り方について検討する必要があります。

●子育て世代の教育ニーズに対応した教育環境を整備する必要があります。

ひたちなか市は全国規模の会社が多く，これまでも多くの人が移り住んできたことも
あり，「外から来る人にやさしいまち」と感じている子育て世代が多くいます。また，JR
勝田駅は特急列車がすべて停車するほか，道路の整備も進み，通勤・通学や首都圏へ
のアクセスも良好。さらに，大型ショッピングセンターがあり買い物も便利。働く場も
多く，国営ひたち海浜公園などの観光資源も豊富です。
子育て世代の声を施策に結び付け，市の魅力を市内外に発信し，ひたちなか市の充実
した子育てライフをもっと多くの人に知ってほしい。そして，ひたちなか市の良いところ
をもっと体感してほしい。

目標・指標

重要業績評価指標（KPI ① ）

0 ～ 9歳児の転出超過の解消 2～ 8歳で転出超過

目標値（R7）現状値（R2）

目標値（R7）現状値（R2）

目標値（R7）現状値（R2）

目標値（R7）現状値（R2）

各年齢層で転入超過

重要業績評価指標（KPI ④）

子育てしやすいと感じる市民の割合 31.2％ 33.7％

教育が充実していると感じる市民の割合 13.4％ 15.9％

重要業績評価指標（KPI ②）

ひたちなか市子育て応援宣言企業
（子育て世代に協力する企業の増加） 50企業 70企業

重要業績評価指標（KPI ③）

子育て・教育関係の特設ページの開設及び運営
（プロモーションの充実） － 構築及び運用

子育て応援特設サイト及びSNS等の閲覧数
（情報発信の充実） R2年度実績値 現状値の10％増

考え方

1 子育て世代に選ばれるまちづくり
プロジェクト
重点

第 1 編｜総論

防
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子育て世代の声❹

子育て世代の声❸

●子育て世帯の９割近くが共働きを希

望していることから，子育てをしな

がら働きやすい環境を整備する必要

があります。

考え方
子育てが一段落したら，

無理のない範囲でもいいから

共働きで働きたい。

●家族で過ごす時間を大切にする子

育て世代のニーズを踏まえ，ひたち

なか市ならではの，家族みんなで楽

しめる場等の整備を検討する必要

があります。

考え方
もっと家族で

休日に楽しめる場が

あったらいいのに。

●市内には，子育て世代の希望する

ゆとりのある鉄骨や鉄筋コンクリー

ト造りなどの賃貸物件が少ないと

いった意見が挙げられており，不動

産事業者などの民間事業者と連携を

図りながら，移住・定住に向けて取

り組む必要があります。

考え方
ひたちなか市に住みたくても，

十分な広さがあるセキュリティ

の高い賃貸物件が少ないと思う。

子育て世代の声❶

子育て世代の声❷
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●核家族化が進む子育て世代の保護者が，子育てに関する悩みや不安を
抱え込まないよう相談体制を強化します。また，ひとり親家庭に対す
る支援や子どもの貧困等への対策を充実します。

第4章｜ 後期基本計画の考え方

子育て世代が安全に楽しく
過ごすことができる環境づくり

●子どもが急な発熱など，いざという時に医療機関を受診できる体制を整備します。また，医療費助成等に
ついては，近隣市町村の子育てに関する経済負担等も踏まえ，本市の制度のあり方について検討します。

●子育て世代への住宅取得に関する支援や，不動産事業者等と連携した移住・定住の促進に取り組みます。

●子どもたちを犯罪や交通事故から守り，安心して暮らすことができる環境を整備します。

乳児家庭全戸訪問，
妊産婦育児相談室の運営

子育て支援センター「ふぁみりこ」の充実，
家庭児童相談体制の充実，
ひとり親家庭に対する支援の充実

重点事業 1

休日夜間診療所の運営，小児救急運営の支援 子どもや妊産婦，ひとり親家庭の医療費助成

街区公園等の整備

犯罪予防活動支援事業 交通安全施設の整備推進

P.123 P.125

P.114 P.125

P.165

P.76 P.79

●子育てをしながら働きやすい企業の誘致や活動を支援します。

地域が取り組む多様な子育て支援活動への支援
（子育て応援宣言企業制度の活用）

P.123

●子どもたちが自ら学び考え，問題を解決する確かな学力を育成するとともに，居場所づくりや絆づ
くりを通した魅力ある学校づくりを進めます。また，子どもたちに親しまれる新中央図書館の整備
に取り組みます。

確かな学力を育む教育環境等の整備重点事業 3

P.132

新中央図書館の整備
P.139,150

魅力ある学校づくり推進事業
P.133

●市内外に本市の子育てに関する魅力や必要な情報が届くよう，
戦略的な情報発信を行います。

子育て世代に向けた
プロモーションの充実

重点事業 4

市公式ホームページの運営
P.191

市報の発行
P.191

SNS等での情報発信
P.123,191

子育てをしながら働く
ことができる環境の整備

重点事業 2
●働く子育て世代が安心して子どもを預けることができる環境を
整備します。

公立保育所運営の充実，民間保育所等の
保育サービス事業の支援，
保育士が働きやすい環境の整備

公立学童クラブ運営の充実，
民間学童クラブの運営支援

P.128 P.129

情報交換会の開催等による
不動産事業者との連携

P.173

子育て世代・三世代同居住宅取得の支援

P.173,185

子どもやその家族が思い切り体を
動かして遊べる場の検討

P.123

●休日には家族みんなで楽しめる環境を整備します。

多様な産業の企業誘致等の検討
P.83

工業用地の確保　
P.83,89,151

IoTやAIの活用など競争力を強化する
支援事業の検討

P.89,101

テレワーク等の働きやすい環境整備や
設備の導入等の実施検討

P.101

第 1 編｜総論

第4章｜ 後期基本計画の考え方

プロモーションの実施
P.191
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●核家族化が進む子育て世代の保護者が，子育てに関する悩みや不安を
抱え込まないよう相談体制を強化します。また，ひとり親家庭に対す
る支援や子どもの貧困等への対策を充実します。

第4章｜ 後期基本計画の考え方

子育て世代が安全に楽しく
過ごすことができる環境づくり

●子どもが急な発熱など，いざという時に医療機関を受診できる体制を整備します。また，医療費助成等に
ついては，近隣市町村の子育てに関する経済負担等も踏まえ，本市の制度のあり方について検討します。

●子育て世代への住宅取得に関する支援や，不動産事業者等と連携した移住・定住の促進に取り組みます。

●子どもたちを犯罪や交通事故から守り，安心して暮らすことができる環境を整備します。

乳児家庭全戸訪問，
妊産婦育児相談室の運営

子育て支援センター「ふぁみりこ」の充実，
家庭児童相談体制の充実，
ひとり親家庭に対する支援の充実

重点事業 1

休日夜間診療所の運営，小児救急運営の支援 子どもや妊産婦，ひとり親家庭の医療費助成

街区公園等の整備

犯罪予防活動支援事業 交通安全施設の整備推進

P.123 P.125

P.114 P.125

P.165

P.76 P.79

●子育てをしながら働きやすい企業の誘致や活動を支援します。

地域が取り組む多様な子育て支援活動への支援
（子育て応援宣言企業制度の活用）

P.123

●子どもたちが自ら学び考え，問題を解決する確かな学力を育成するとともに，居場所づくりや絆づ
くりを通した魅力ある学校づくりを進めます。また，子どもたちに親しまれる新中央図書館の整備
に取り組みます。

確かな学力を育む教育環境等の整備重点事業 3

P.132

新中央図書館の整備
P.139,150

魅力ある学校づくり推進事業
P.133

●市内外に本市の子育てに関する魅力や必要な情報が届くよう，
戦略的な情報発信を行います。

子育て世代に向けた
プロモーションの充実

重点事業 4

市公式ホームページの運営
P.191

市報の発行
P.191

SNS等での情報発信
P.123,191

子育てをしながら働く
ことができる環境の整備

重点事業 2
●働く子育て世代が安心して子どもを預けることができる環境を
整備します。

公立保育所運営の充実，民間保育所等の
保育サービス事業の支援，
保育士が働きやすい環境の整備

公立学童クラブ運営の充実，
民間学童クラブの運営支援

P.128 P.129

情報交換会の開催等による
不動産事業者との連携

P.173

子育て世代・三世代同居住宅取得の支援

P.173,185

子どもやその家族が思い切り体を
動かして遊べる場の検討

P.123

●休日には家族みんなで楽しめる環境を整備します。

多様な産業の企業誘致等の検討
P.83

工業用地の確保　
P.83,89,151

IoTやAIの活用など競争力を強化する
支援事業の検討

P.89,101

テレワーク等の働きやすい環境整備や
設備の導入等の実施検討

P.101

第 1 編｜総論

第4章｜ 後期基本計画の考え方

プロモーションの実施
P.191
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第4章｜ 後期基本計画の考え方
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第4章｜ 後期基本計画の考え方

目標・指標

重要業績評価指標（KPI ① ）

20歳代女性の転出超過の解消 △42人 転出入均衡

ライフステージにおける就業の多様性・選択肢が
充実していると感じる市民の割合 11.5％ 14％

●学生や自動車の運転を敬遠する女性にとって，夜道の明るさといった防犯面や公共

交通機関の充実に対する希望が高くなっています。また，関連して駅近の防犯性の

高い賃貸住宅を希望する傾向があるため，勝田駅周辺等における移住・定住につい

て検討する必要があります。

●市外からのF1層の獲得に向け，本市での充実した日常の暮らし等についてPRを行

う必要があります。また，結婚前のF1層についても，将来の子育てを想定してい

ることから，子育て支援を充実するとともに，ひたちなか市で子育てをしながら

暮らしていくイメージについて情報を発信する必要があります。

●居住の増加につながることとして「給料がよい就職先が多くできる」と回答

する女性の割合は，男性よりも10ポイント程度高くなっています。しっか

りと働きたい女性のニーズに対応する就業の場を確保する必要があります。

●女性は結婚，出産と多くのライフステージで就業の選択を迫られること

から，特定の働く場所だけではなく，就業の多様性の確保を図る必要が

あります。

考え方

考え方
目標値（R7）現状値（R2）

令和7年（目標値）現状値（R2）

F1層にも「いいね，ひたちなか」って
言われたい !
市内に住むF1層からは，「ひたちなか市は住むのには困らないけど，賑わいや働く場所
がない」って言われています。確かに東京から見たらそうかもしれません。
でも，市内をよく見たらオシャレなカフェやフォトジェニックなスポット，多様な働く場
所がたくさんあるし，心温かい人もたくさんいます。
ひたちなか市での充実した日常生活や，将来にわたって自分らしい暮らしがイメージで
きるまちづくりを進め，もっとF1層にも選ばれたい。いいね，ひたちなかって。

2プロジェクト
重点 F1層　　　が住みやすいまちづくり（ 20歳～

34歳女性）
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第4章｜ 後期基本計画の考え方

目標・指標

重要業績評価指標（KPI ① ）

20歳代女性の転出超過の解消 △42人 転出入均衡

ライフステージにおける就業の多様性・選択肢が
充実していると感じる市民の割合 11.5％ 14％

●学生や自動車の運転を敬遠する女性にとって，夜道の明るさといった防犯面や公共

交通機関の充実に対する希望が高くなっています。また，関連して駅近の防犯性の

高い賃貸住宅を希望する傾向があるため，勝田駅周辺等における移住・定住につい

て検討する必要があります。

●市外からのF1層の獲得に向け，本市での充実した日常の暮らし等についてPRを行

う必要があります。また，結婚前のF1層についても，将来の子育てを想定してい

ることから，子育て支援を充実するとともに，ひたちなか市で子育てをしながら

暮らしていくイメージについて情報を発信する必要があります。

●居住の増加につながることとして「給料がよい就職先が多くできる」と回答

する女性の割合は，男性よりも10ポイント程度高くなっています。しっか

りと働きたい女性のニーズに対応する就業の場を確保する必要があります。

●女性は結婚，出産と多くのライフステージで就業の選択を迫られること

から，特定の働く場所だけではなく，就業の多様性の確保を図る必要が

あります。

考え方

考え方
目標値（R7）現状値（R2）

令和7年（目標値）現状値（R2）

F1層にも「いいね，ひたちなか」って
言われたい !
市内に住むF1層からは，「ひたちなか市は住むのには困らないけど，賑わいや働く場所
がない」って言われています。確かに東京から見たらそうかもしれません。
でも，市内をよく見たらオシャレなカフェやフォトジェニックなスポット，多様な働く場
所がたくさんあるし，心温かい人もたくさんいます。
ひたちなか市での充実した日常生活や，将来にわたって自分らしい暮らしがイメージで
きるまちづくりを進め，もっとF1層にも選ばれたい。いいね，ひたちなかって。

2プロジェクト
重点 F1層　　　が住みやすいまちづくり（ 20歳～

34歳女性）
子
ど
も
が
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ま
で
は
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第4章｜ 後期基本計画の考え方

●F1層が安心して居住できるよう，公共交通の充実を図
るとともに，不動産事業者等によるセキュリティの高い
住宅の供給等に向けた情報交換会の開催について検討し

ます。また，若い世代の住宅取得等を支援します。

防犯灯設置費等補助金交付

重点事業 3

佐和駅東口駅前広場，佐和駅東西自由通路
及び新駅舎の整備

●F1層が本市での充実した日常生活や，将来の子育て期における自分らしい暮らしをイメージできるよ
う情報を戦略的に発信します。

重点事業 2

市公式ホームページの運営

SNS等での情報発信

市報の発行

プロモーションの実施

商業分野の創業支援

女性の活躍推進に関する啓発

●F1層のライフステージに合わせた多様な選択肢
のある就業の場を確保し，女性が活躍する社会
の実現に向けて取り組みます。

重点事業 1

IoTやAIの活用など競争力を強化する
支援事業の検討

テレワーク等の働きやすい環境整備や
設備の導入等の実施検討

多様な産業の企業誘致等の検討

ひたちなか地区への新たな
公共交通結節点の整備

湊線延伸事業の実施

情報交換会の開催等による
不動産事業者との連携

若い世代や移住者の住宅取得等に関する支援
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第4章｜ 後期基本計画の考え方

●F1層が安心して居住できるよう，公共交通の充実を図
るとともに，不動産事業者等によるセキュリティの高い
住宅の供給等に向けた情報交換会の開催について検討し

ます。また，若い世代の住宅取得等を支援します。

防犯灯設置費等補助金交付

重点事業 3

佐和駅東口駅前広場，佐和駅東西自由通路
及び新駅舎の整備

●F1層が本市での充実した日常生活や，将来の子育て期における自分らしい暮らしをイメージできるよ
う情報を戦略的に発信します。

重点事業 2

市公式ホームページの運営

SNS等での情報発信

市報の発行

プロモーションの実施

商業分野の創業支援

女性の活躍推進に関する啓発

●F1層のライフステージに合わせた多様な選択肢
のある就業の場を確保し，女性が活躍する社会
の実現に向けて取り組みます。

重点事業 1

IoTやAIの活用など競争力を強化する
支援事業の検討

テレワーク等の働きやすい環境整備や
設備の導入等の実施検討

多様な産業の企業誘致等の検討

ひたちなか地区への新たな
公共交通結節点の整備

湊線延伸事業の実施

情報交換会の開催等による
不動産事業者との連携

若い世代や移住者の住宅取得等に関する支援
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第4章｜ 後期基本計画の考え方

考え方

目標値（R7）現状値（R2）

目標値（R7）現状値（R2）

目標値（R7）現状値（R2）

第 1 編｜総論

重要業績評価指標（KPI ③）

ふるさと納税の寄付者数 14人
目標値（R7）現状値（R2）

5,000人

第4章｜ 後期基本計画の考え方

●本市来訪の経験がある東京圏在住者の約55％が「将来的な意向も含め移住等を検討

してみたい」と回答しており，年齢が若い層ほど移住希望が強くなっています。さ

らに，移住希望者のうち約80％が「将来的な意向も含めひたちなか市を候補として

検討できる」と回答しています。

●「ひたちなか」の「知名度」とともに，移住意向の上昇につながる日常の買い物といっ

た居住環境等に関する「理解度」を高める必要があります。また，住宅供給に関す

る整備や不動産情報サイト等を通じた情報発信の充実について事業者と連携する

必要があります。

●道路整備や公共交通の充実など，日常生活の利便性向上を図る必要があります。

目標・指標

重要業績評価指標（KPI ① ）

本市出身東京圏在住者との新たな関係の構築
（Uターン候補者との新たな関係づくり） － 体制の構築

重要業績評価指標（KPI ②）

首都圏在住者のひたちなか市の認知度
（IJターンの促進） 20.5％ 23.5％

重要業績評価指標（KPI ④）

UIJターン希望者向け
特設Webサイトの構築及び運用 － 構築及び運用

●学生が魅力的に感じる企業の誘致に努めるとともに，市内事業者の競争力

強化を支援する必要があります。また，就職に関する情報等を提供するこ

とにより，Uターンを促進する必要があります。

●市から転出した後も，市と関係性を持ち続けるための仕組みづくりについ

て検討する必要があります。

考え方

3 UIJターン先として選ばれるまちづくり
プロジェクト
重点

ひたちなか市の学生が，県外へ進学し，そのまま戻ってこないことが悩みです。大都
市への憧れや魅力的な仕事が多いから？ でも，一度ひたちなか市を離れてみるとひたち
なか市の良さを再発見できるかもしれません。そんな人がもっと地元に帰ってきてほしい。
また，ひたちなか市に興味や親近感がある人にはひたちなか市に来てほしい。そして，
離れていても，ひたちなか市を応援してくれる人をもっともっと増やしたい。

ひたちなか市に住もう，
ひたちなか市で働こう !
そして多くの人から応援されるまちへ !!
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第4章｜ 後期基本計画の考え方
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第 1 編｜総論
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第4章｜ 後期基本計画の考え方
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考え方
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第 4 章｜ 後期基本計画の考え方

●移住希望者が居住地を探す情報源となっている不動産情報
サイトから，本市の情報を効果的に届けるため，不動産事
業者等と連携したPR方法を検討します。また，空き家活用
の仕組みづくりなど，移住を促す取組を検討します。さら
に，市内中小企業等の都市部からの若い人材の確保を支援
するとともに，市内中小企業等の就業者に対して，奨学金
の返還支援を行います。

重点事業 1

重点事業 2
●公共交通ネットワークや都市整備を進め，移住
しやすい環境を整備します。

佐和駅東口駅前広場，佐和駅東西自由通路
及び新駅舎の整備

重点事業 3
●UIJターン希望者の雇用の場の確保に努めるとともに，創業や起業
に対する支援を行います。また，地方への移住等の機運の高まりを
踏まえて，事業者が行うリモートで働くことができる環境整備等の
支援について検討します。

企業立地支援

移住・定住促進等を目的とした
空き家活用の仕組みづくり

都市部学生向けインターンシップ事業の開催

工業用地の確保

重点事業 4
●進学に伴う転出学生等に対する就職に関する情報提供や，新たなコミュニティ
の形成等について検討します。また，イベント等の来訪者と本市との関わりを
深められるよう取組を検討し，関係人口の創出・拡大を図ります。

リピーター客の創出に係る取組の推進 ふるさと納税制度活用の推進

重点事業 5
●市の知名度だけでなく，観光客等の市内回遊を促し，移住意向を高める要因のひとつとなる居住環境等
についての理解度の向上を図ります。また，勝田駅周辺のイメージ向上に関する取組を検討するほか，
UIJターンにつながるプロモーションを実施します。

市内回遊観光の促進 市公式ホームページの運営

第 1 編｜総論

第4章｜ 後期基本計画の考え方

P.83,89,151

奨学金返還支援事業

湊線延伸事業の実施

都市計画道路の整備（東中根高場線の県道昇格及び
高場陸橋の4車線化，昭和通り線の整備，土地区画
整理事業地内の都市計画道路の整備）

ひたちなか地区への
新たな公共交通結節点の整備

SNS等での情報発信 プロモーションの実施

各種イベント参加者との関係性の構築市外在住者との絆の構築

商業分野の創業支援
IoTやAIの活用など競争力を強化する
支援事業の検討

テレワーク等の働きやすい環境整備や
設備の導入等の実施検討

若い世代や移住者の住宅取得等に関する支援お試し移住事業の実施

情報交換会の開催等による
不動産事業者との連携
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第4章｜ 後期基本計画の考え方

目標・指標

重要業績評価指標（KPI ①）

市を好きと感じる中学生の割合 69.9％ 72.9％

市に誇りや愛着を感じる市民の割合 63.8％ 66.8％

重要業績評価指標（KPI ②）

「住むこと」に対する推奨度 ※ -18.7 現状値以上

●シビックプライドを醸成することにより，定住や社会参加の意識を高めるとともに，住居を決
定する情報源として効果の高い，自発的なまちの推奨や魅力発信につなげる必要があります。

●子どもたちを中心に，市の魅力を発見し，市の良さを認識する機会を創出するとともに，
地域が取り組む多様な活動を支援し，多世代による交流を促進する必要があります。

考え方

目標値（R7）現状値（R2）

目標値（R7）現状値（R2）

誰かを支え，誰かに支えられ，
あの人たちのいる，このまちが好き !
「シビックプライド」それは，まちへの誇りや愛着。そしてまちのことを自分のこととし
て関わっていく気持ちです。ひたちなか市に生まれた人，引っ越してきた人。性別や年
齢が違っても1人ひとり，みんなが個性ある人。お互いを尊重し，認め合い，また豊かな
自然とともに暮らすために，市民として自分にできることはなんだろう。
それを考えることからひたちなか市のまちづくりは始まります。

4プロジェクト
重点 シビックプライドを高めるまちづくり

●市の魅力を発見し，地域の良さを感じる取組を推進します。

ふるさと納税制度活用の推進 オープンファクトリー ※等の産業PRの実施検討

重点事業 1

大学等とのまちづくりなどに関する連携 青少年団体への支援

幼小中学生芸術鑑賞会，伝統文化継承事業，子ども伝統文化フェスティバル開催事業

●地域の多世代の交流を促進し，多様な価値観に
触れ，地域に愛着を感じる取組を推進します。

地域が取り組む多様な子育て支援活動への支援

重点事業 2

子どもの居場所事業運営支援

多世代交流イベントの実施

市民交流センターの運営支援及び利用促進，
ふれ愛隊養成研修講座の実施

市民と市内実業団選手との交流支援

地域学校協働活動の推進

コミュニティ・スクールの導入

第 1 編｜総論

●市民と一体となって市の課題を解決するため，地域での支
え合いに関する活動を支援するとともに，意見を聞く機会
の拡充について検討します。

井戸端会議の実施

重点事業 3

地域福祉人材育成事業の実施

意見を聞く機会の拡充

地域のコミュニティセンター運営への支援まちづくり市民会議運営支援事業

イベント等を通じたシビックプライドの醸成

●市民のシビックプライドの醸成を図るため，市の課題や
取組，達成状況等について，分かりやすい情報発信，情報
共有に努めます。

市報の発行，市公式ホームページの運営，SNS等での情報発信

Web等での双方向のコミュニケーションを活用した情報発信の検討

プロモーションの実施

重点事業 4

第4章｜ 後期基本計画の考え方

※推奨度…市民意識調査におけるNPS（ネットプロモータースコア）による。周囲の人に推奨す
る可能性について，10点～0点の11段階で調査し，推奨度合いを点数化している。推奨者
（10点，9点）の割合（％）から批判者（6点～ 0点）の割合（％）の差により点数化するため，一
般的にマイナスの数値となることが多い。（8点，7点の回答者は中立者としてカウントしない。）

※オープンファクトリー…つくり手が活動し，モノをつくりだしていく現場を公開し，来場者（お
客様）に体験してもらう取組（工場見学会）。普段はお客様を招き入れることのない仕事現場
を公開し，交流を行うことで，自社製品や仕事に対する生の声や新たな気づきを得ること
ができる。
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考え方
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重点事業 4

第4章｜ 後期基本計画の考え方

※推奨度…市民意識調査におけるNPS（ネットプロモータースコア）による。周囲の人に推奨す
る可能性について，10点～0点の11段階で調査し，推奨度合いを点数化している。推奨者
（10点，9点）の割合（％）から批判者（6点～ 0点）の割合（％）の差により点数化するため，一
般的にマイナスの数値となることが多い。（8点，7点の回答者は中立者としてカウントしない。）

※オープンファクトリー…つくり手が活動し，モノをつくりだしていく現場を公開し，来場者（お
客様）に体験してもらう取組（工場見学会）。普段はお客様を招き入れることのない仕事現場
を公開し，交流を行うことで，自社製品や仕事に対する生の声や新たな気づきを得ること
ができる。




